
障害福祉サービス等処遇改善計画書作成用 基本情報入カシート

【注意】本シーHよ株式作成用のため、提出は不要です。

●次の情報を本シートの黄色セルに入力することで、各様式に自動的に転記されます。

・提出先に関する情報

・基本情報

・加算対象事業所に関する情報

1 提出先に関する情報

処遇改善加算・特定加算の算定届出に係る提出先 (指定権者)の 名称を入力してください。

2基 本情報

⇒下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式21に反映されます。

9加 算対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式22及び別紙23に反映されます。

※「― 前年 1月 ら12月 。ただし、力fLttit峯 iΠ 営轟

ること。

【凡例】(本シート及び各様式)

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください。

I I
I I
I I

処遇改善加算及び特定加算の算定に共通して必要な情報 入カセル

処遇改善加算の算定に必要な情報 入カセル

特定加算の算定に必要な情報 入カセル

埼玉県

法人名 フリガナ シャカイフクシホウジンサイタマリョウイクトモノカイ

名称 社会福祉法人埼玉猿育友の会

法人住所
一Ｔ

住所 1(番地・住居番号まで) 大里郡寄居町大字藤日179番 地 1

住所2(建物名等 )

法人代表者 職名 理事長

氏名 杉田 勝彦

書類作成
担当者

フリガナ サトウ ツヨン

氏名 |■藤 剛

連絡先 電話番号 D48-581-0351

FAX番 号 D48-581-9677

e― ma‖ nfo@saに ama―Ⅳolku io

と位数として見込まれるもて

通し番号
障害福祉サービス等

事業所番号
指定権者名

事業所の所在地
事業所名 サービス名

障害福

報酬 4

詢

司あたり
止サービス等
単ゝ位数(※ )

とイ↓1`n】

1単位あたりの
単価[円 ](b)

都道府県 市区町村

1 1 1 5 4 5 5 0 0 1 4 埼玉県 埼玉県 寄居町 埼玉療育園 医療型障害児入所施設 285,248 1000

2 1 1 1 4 5 5 0 0 4 7 埼玉県 埼玉県 寄居町 埼玉療育園 療養介護 1,081,375 1000

1 1 1 4 5 5 0 0 4 7 埼玉県 埼玉県 寄居町 埼玉療育園
短期八 P'I馳設八 Fオ真際

(特別養護老人ホーム、 21.218 1018

4 1 1 8 4 5 0 0 0 1 3 寄居町 埼玉県 寄居町
こども通園センターつばさの
園

児童発達支援 94,043 1018

1 1 4 4 5 0 0 0 1 2 寄居町 埼玉県 寄居町 ヘリレパーセンターつばさ 居宅介護 8,106 865

C 1 1 4 4 5 0 0 0 1 2 寄居町 埼玉県 寄居町 ヘザレパーセンターつばさ 行動援護 2.437 865

7 1 1 5 5 4 0 0
|

0 i 2 寄居町 埼玉県 寄居町 ヘリレパーセンターつばさ 同行援護 0 000

ぞ 1 1 4 4 5 0 0 0 1 2 寄居町 埼玉県 寄居町 へ,レパーセンターつばさ 重度訪間介護 1,887 865
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別紙様式2-司

障害福祉サービス等処遇改善計画書 (令和 2 年度 )

(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書)

1基本情報<共通>

【本計画書で提出する加算】※加算名をチェックすること。

日 福祉・介護職員処遇改善加算 (処遇改善加算)

※ 福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)を含む。

日 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (特定加算 )

2賃 金改善計画について<共通>
※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、 人員配置状況(職員数等)そ の他の事由により変動があり得る

1 加 のみの

玉記入上の注意】
・処鶴改善加黛蕉たは捨則加箪のみの計画である場合は、以下の2(2)ヽ (3)ヽ (4)口 5ヽの霊豊は不要である、

また、処遇改善加算(V)または特別加算のみの計画である場合は、上記に加え、3、 4も記敏不要である。

・④ i)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行つた場合の福祉・介護議員の賃金の総額(見込類)」には、処遇改善加算による賃金改善を
行つた場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

・④市Xイ〉の「前年度の処遇改善加算の総額」及び(ウ )の「前年度の特定加算のうち福祉・弁護職員に支給された額」は、都道府県国民健康保険
団体違合会から通知される「福祉・弁護職員盛遇改善加算等総額のお知らせ』に基づき観載すること。(ただし、特定加車の額については、福祉・
介護賤Rに支給きれた額のみを計上すること心)

・④市X工 )の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の資金改善分(初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本報に配載し
た資金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の資金改善J欄に支給額、方法等の具体的な資金改善の内害を記載するこ
と。

提出先 埼玉県

フリガナ

法人名

シャカイフクシホウジン サイタマリョウイクトモノカイ

社会福祉法人 埼玉療育友の会

法人所在地

〒 369-1204

大里郡寄居町大字藤田179番地 1

フリガナ

書類作成担当者

サトウ ツヨシ

佐藤 岡1

運絡先 電話番号 048-581-0351 FAX・番→] 048-581-9677 E― mail info@saに ama―ryoikujp

別紙様式2-2のとおり
② 処遇改善加算の算定対象月

算定する処遇改善加算の区分

③ 令和  2 年度処遇改善加算の見込額 7.146お00 円

i)処遇改善加算の算定により賃金改善を行つた場合の福祉・介護職員の賃金の総額(見込額)

(ア)前年度の福祉・弁護職員の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特や加生のうム掘を:Ⅲ・今薄礎目にす鍮洋九■箱

(前年度に特定加革を算定していた場合のみ )

(工)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

0 円

円

1

円

　

円

　

円

円

円

④賃金改善の見込額(i―

“
) (右損の額は①掘の額を上回ること)

⑤賃金改善実施芸月間 令和   年   月 ～ 令和   年   月



2 て計画する場合)

【記入上の注意】
・④ i)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)」 及び④ i)(ア )の「前年度の経験・技能のある障害福祉人

材(A)と他の障害福祉人材(B)の 賃金の総額」について、処遇改善加算における賃金改善対象職種はこれまでと変更は無いが、特定加算との兼
ね合いにより使宜的に「経験・技能のある障害福祉人材(A)1と「他の障害福祉人材(B)1の管金同士で比較するものとする。

・④ i)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)」 には、処遇改善加算による賃金改善を行つた場合の法定福
利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

・④ i)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)」 には、特定加算を取得し実施される賃金の改善見込み額は
含まないこと。

・④市)(イ)の「前年度の処遇改善加算の総額」及び(ウ )の「前年度の特定加算の総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福
祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。ただし、特定加算の加算額については、その他の職種(c】こ支給された額
を除くことハ

・④市)(工 )の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本欄に記載し
た賃金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載するこ
と。

①算定する処遇改善加算の区分

② 処遇改善加算の算定対象月
※ 男1紙様式2-2のとおり

③ 令和  2 年度処遇改善加算の見込額 7,146,600   円

ii)前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を
除く)【基準額刊】(ア)― (イ )―(ウ )―(工 )

(ア )前年度の経験・技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の 賃金の総額

(イ )前年度の処遇改善加算の総額

(ウ )前年度の特定加算の総額 (そ の他の職種(C)に支給された額歩除く)

(工 )前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

円

円

円

円

円

④賃金改善の見込額(i n) (右欄の額は③桐の額を上回ること)

0

159,504,718

1,472,121

6,826,513

147,719,043

(経験・技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の 総額 )

i) カロ こより賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)

20,084,309   円

139,420,409   円

⑤ 賃金改善実施期間 令和  2 年  4 月 令和  3 年  3 月



① 算定する特定加算の区分

② 処遇改善加算の取得状況

③ 特定加算の算定対象月

※①、③ 別紙様式2-3のとおり、② 別紙2-2のとおり

4,695,984   円④ 令和  2 年度特定加算の見込額(D

i)特定加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額 (見込額)

(ア )前年度の賃金の総額

(イ )前年度の処遇改善加算の総額

(ウ )前年度の特定加算の総額

(工 )前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

円

円

円

円

円

【基準額2】 (ア )― (イ )―(ウ )―(工 ))除 く

0

159,504,718

1,472,121

6,826,513

147,719,043

の

⑤ 賃金改善の見込額(i― ii) (右欄の額は④欄の額を上回ること) 20,084,309   円

139,420,409   円

月額平均3万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者

(「 月額平均3万円の賃金改善又は改善後の賃金が年額440万 円以上となる者」を設定できない場合その理由)

□ 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

□ 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

□写整島乾尾肇轟乱層宕整蒜鍵櫂記諾象悠万讐蓬娠言麿鶏鍋緞 波
る者に求められる能力や処遇を明確化

□その他(

その他の職種(C)

#DIV/0!

|○ (A)のみ実施

円

円

)

(   4,695,984 円 )

び(B)を実施

139,637,492 円

3792 人

368,242 円

(   4,695,985 円 ) (   525,900円  ) (   4,170,025 Pl )

○ (A)(B)(C)全て実施 #DIV/0!  円 #DIV/0!  円

(  #DIV/0! 円 ) (   #DIV/0!  円 ) (  #DIV/01 円 )

0 円

0円 ) (

4 (見込 )

0

10,983 円21,915 円

他の障害福祉人材(B)平均賃金改善額

8,081,551
の

240ii)前年度の常勤換算職員数①

2.0 3■6iii)前 年度の一月当たりの常勤換算職員数G)

")前
年度のグループ毎の平均賃金額(月 額)【 基準額3】 (h)/1) 336,731

#DIV/01

(  #DIV/0! 円

v)グループ毎の平均賃金改善額
(月 額 )(g)/も )/(k)

※予定している配分方法について選
択すること。(いずれか1つ )

※当該年度の特定加算の見込額と前
年度の一月当たりの常勤換算方法に
より算出した職員数から算出した一人
当たり配分額(月 額)。 (括弧内はグ
ループ毎に配分可能な加算総額(年

額))

0円 )

195,666 円

(   4,695,984 円 )

経験・技能のある
障害福祉人材(A)

○ 上記以外の方法で実施

(    0円 ) 0円 )

⑦ 賃金改善実施期間(k) 令和  2 年  4 月 令和  3 年  3 月 ( 12か月 )

(3)福祉・ 処 遇

【記入上の注意】

(2)⑤ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)」 には、特定加算による賃金改善に伴う法定福利費等の事業・
主負担の増加分を含めることができる。

(2)⑤ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行つた場合の賃金の総額(見込額)」 には、処遇改善加算ぢユ取得し実柿される賃金改善額歩除いた
・霜弁_F壱けすること。
・ (2)③

")(イ

)の「前年度の処遇改善加算の総額」及び(ウ )の「前年度の特定加算の総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される
「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

・ (2)⑤ 両)(工)の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処
遇改善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本欄に
記載した賃金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記
載すること。

・ (2)⑥ i)の「前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)」 には、一括申請を行う場合
については、原則として、前年1月 から12月 までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」 には、賃金改善前の賃金が既に年額
440万 円を上回る職員の賃金を含まないこと。

・ (2)⑥ Wi)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算
方法により算出した職員数を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」 については、実人数によることもできる。



賃金改善を行
う給与の種類

図 基本給  日 手当(新設)  □ 手当(既存の増額) 回 賞与  国 その他

具体的な取組
内容

(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程 )

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  日 その他 ( 処遇改善手当等支給規程

(賃金改善に関する規定内容)

)

る。また 基本給におしヽて 給与規程に応じた定期昇給を実施

ミート職員には処遇改善手当105円 を時間給に加算して支給する

※前年度に提 るなど明確にすること。

(上記取組の開始時期 ) 平成 年 4 月 ( 実施済 予定  )

(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 福祉・介護職員処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なしJにチェック(ア)日 変更なし

口 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なしJにチェック(ン ):ヨ 変 更 な し

ハ 各障害福祉サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善

「 (1) 前)(工 )」 、「 (2) 西X工 )」 又は「(3) 前)(工 )」 の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

経験・技能の

ある障害福祉
人材の考え方

次の条件のいずれか満たす職員を「経験・技能ある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は理事長の判断を踏まえて決定。
勤続10年以上の介護福祉士、生活支援員、保育士、ケアワーカー等で、年収440万 円未満の者

賃金改善を行
う職員の範囲

日 (A)経験・技能のある障害福祉人材

((A】こチェック(7)がない場合その理由)

巨](B)他の障害福祉人材   匠](C)その他の職種

賃金改善を行
う給与の種類 日 基本給  日 手当(新設)  □ 手当(既存の増額) 図 賞与 □ その他

(当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程 )

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  日 その他 ( 処遇改善手当等支給規程

(賃金改善に関する規定内容 )

)

(特定処遇改善手当の額等)

お8条 特定処遇改善手当の額は別表3(常勤職員特定処遇改善手当の額)及び別表4(パート職員特定処遇改善手当の額)の施設、支給区分ごとに
:里事長が別に定める。
2特定処遇改善手当の額は、Aグループ職員の改善額の平均がBグループ職員の平均改善額の2倍以上でなければならない。
3男 ll表3及び別表4の Aグループの職員は、特定処遇改善手当の支給対象職員のうち、勤務年数10年以上を基本としつつ他の法人における経験や
戯員の業務や機能等を踏まえ定めるものとし、Bグループの職員はAグループ以外の特定処遇改善手当の支給対象職員とする。
年Aグループ及びBグループの職員は施設長が別に定める。

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期 )

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

独自の賃金改
善額の算定根
拠



I・ Iの場合は必ず「該当」日 該当  □ 非該当キヤリア′くス要件 I 次のイからハまでのすべての基準を満たす。

福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。

イ

ロ

3キャリアパス要件について<処遇改善加算>
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(7)Eヨ 変更なし

次の要件について該当するものにチェック(ア )し 、必要事項を具体的に記載すること。

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

Ш してし こついて、 は

速やかに提出できるよう、適切に保管すること。

該 当 非該当I・ Ⅱの場合は必ず「該当」

日 に研修委員会を設け、毎月1回 、テーマごとの内部研修を実施するとともに、外部研修は、
玉県社会福祉協議会主催の研修に職員を計画的に参加させるなどして、介護に関する知識や

向上を図つている。

法人では、職員研修実施要綱において、職員(24時間以上勤務の非常勤職員を含む)に対し、
上必要な専門資格を取得する場合、講習費、教科書代、実習費などに上限5万 円を助成する
に、資格取得のために必要な年次有給休暇の取得にも配慮する旨を規定している。

福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計
画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

資質向上のための計画に沿つて、研修機会の提供又は技術指導等を実施するととも
に、福祉・介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容につして下記に記載すること

イ

プアパス要件Ⅱ 次のイと口両方の基準を満たす。

ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

イの実現のための具体的な
取組内容
(該当する項目にチェック(7)
した上で、具体的な内容を記
載 )

キャリアパス要件Ⅲ 次のイと口両方の基準を満たす。

イ
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕
みを設けている。

算 Iの場合は必ず「該当」 日 該当  □ 非該当

①
経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組みの内容(該当
するもの金てにチェック(ア )す

ること。)

:□

ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

②
隆都理解熊顆郵緒雪雌 の取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介

昇給が図られる仕組みであることを要する。

|一
定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

③ ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価
1基準や昇給条件が明文化されていることを要する。



4職 場環境等要件についてく共通>
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(し

″)Eコ 変更なし

【処遇改善加算】
平成20年 10月 から現在までに実施した事項について、全体で必ず1つ以上にチェック(ア )すること。(ただし、記載するに当たっては、選択したキャリア
パスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。)

【特定加算】
平成20年 10月 から現在までに実施した事項について、必ず全【にチェック(し

″)すること。複数の取組を行い、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改
善」及び「その他」について、それぞれ 1つ以上の取組を行うこと。 ※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

5見える化要件について<特定加算>
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(ア )[コ 変更なし

実施している周知方法について、チエック(ア こと

6届出に係る根拠資料について<共通>
以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

確認項目 証明する資料の例

図 加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程

日 処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細

日 加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録記

ロ キヤリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画

日
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その
他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

日 労働保険料の納付が適正に行われています。 労働保険関係成立届、確定保
険料申告書

回 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあつた場合には、速やかに提出すること。
※ 本表への虚偽記載の他、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算

の請求に関して不正があつた場合は、介護給付費等の返還や事業所の指定取消となる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管している
ことを誓約します。

令和  2 年 4 月 15 日  法人名 社会福祉法人 埼玉療育友の会
代表者 職名 理事長    氏名 杉田 勝彦

分類 内

資質の向上

働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようと
する者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研
修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

キヤリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス事業者に限る)

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

その他

労働環境・

処遇の改善

雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

ICT活用(支 援内容や申し送り事項の共有 (事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による
福祉・介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介議員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管
理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化

福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入

子育てとの両立を目指す者のための育児体業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー 導入人

その他 :

その他

福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

□
葛澄喬暑頁撃 拝

業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立 (勤務シフトの配慮、短時間正規職員

地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

非正規職員から正規職員への転換

職員の増員による業務負担の軽減

その他

ホームページ
ヘの掲載

その他の方法
による掲示等

□ 事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示   /団 掲載予定

掲載予定

/日 掲載予定

その他( 予定

「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」への掲載   /

)/

L」 自社のホームページに掲載



別紙様式2-2 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

社会福祉法人埼玉療育友の会法人名

7.146,600福祉・介護職員処遇改善加算額 (見込額)の合計 [円 〕

福祉・介護職
員処遇改善加

算の見込額
(aXbXcXd)

[円 ]

1,198,032

4541,772

178,336

873,108

254,184

63,252

0

37.416

算定対象月(d)

令和 2年  4月 ～令和 3年  3月 ( 12ヶ 月)

令和 2年  4月 ～令和 3年  3月 ( 12ヶ 月)

令和 2 年 4月 ～令和 3 年 3 月 ( 12ヶ 月 )

令和 2年  4月 ～令和 3 年 3 月 ( 12ヶ 月 )

令和 2年  4 月～令和 3 年 3 月 ( 1,ヶ 月 )

令和 2年  4月 ～令和 3年  3月 ( 1,ヶ 月)

令和 2 年 4月 ～令和 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令和 2年  4月 ～令和 3年  3月 ( 12ヶ 月)

令和  年   月～令勲  年   月 (   ヶ月)

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和  年  月～令和  年  月 (  ヶ月)

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令莉   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和  年  月～令和  年  月 (  ヶ月)

令和  年  月～令和  年  月 (  ヶ月)

令和   年   月～令莉   年   月 (   ヶ月 )

令釉  年   月～令和  年   月 (   ヶ月)

令和  年  月～令和  年  月 (  ヶ月)

令和  年   月～令和  年   月 (   ヶ月)

令和  年  月～令和  年  月 (  ヶ月)

加

算

率

（
ｃ

）

350X

35粥

69饂

760男

3020侠

算定する

福祉・介

護職員処
遇改善加

算の区分

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

(1)福祉・介題

新規 継続の
別

継続

継続

継続

継続

継続

継続

盤続

新規

単ヽ位あ
たりの単
1面[円 ](b)

1000

1000

1018

1018

865

865

000

865

一月あた
り障害福
祉サービ
ス等報酬
総単位数
[単位](a)

285,24E

1,081,37C

21,21E

94,049

8,10℃

2.43ラ

C

1.887

サービス名

医療型障害児入所施設

療養介護

老人ホーム、療養介護、障害児入所

児直発達支援

居宅介護

行動援護

同行援護

重度訪間介護

事業所名

埼玉療育園

埼玉療育園

埼玉療育園

こども通園センターつばさの国

へ,レパーセンターつばさ

ヘルパーセンターつIよさ

ヘルパーセンターつばさ

ヘルパーセンターつばさ

事業所の所在地

市区町村

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

指定権者名

埼玉県

埼玉県

埼玉県

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

障害福祉サービス等

事業所番号

7

3

2

1 2

0112

112

|

|

4

O

0

0

O

O

O10

415101010

|

O

0

0

0

O

|

5

5

5

0

O

0

O

5

5

5

S

5

5

|

4

4

4

5

5

1

8

5

1

1 |1

1

Ч

t

10

12

1(

14

15

17

13

19

20



別紙様式2-3  福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

社会福祉法人埼玉療育友の会法人名

4,695,984福祉 介護職員等特定処遇改善加算額 (見 込額)の合計 [円 ]

福祉 介護職
員等特定処遇

改善加算の見
込額

(aXbXeX0
[円 ]

1,026,888

3,244,116

49,236

287.196

62,280

17,460

0

8,308

算定対象月(つ

令万祠 2 年 4 月～令和 3年  3 月 ( 1,ヶ 月 )

令和 2 年 4月 ～令痢 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令和 2年  4 月～令和 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令和  2 年 4月 ～令和 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令和  2 年 4月 ～令芹口 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令莉 2年  4 月～令和 3 年 3 月 ( 12ケ 月 )

令和 2年  4月 ～令和 3年  3月 ( 12ヶ 月)

令和 2年  4 月～令和 3年  3 月 ( 12ヶ 月 )

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和  年  月～令和  年  月 (   ヶ月)

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和  年  月～令和  年  月 (   ヶ月)

令莉  年  月～令和  年  月 (   ヶ月)

令和   年   月～令和   年   月 (   ヶ月 )

令和  年  月～令和  年  月 (   ヶ月)

令和   年   月～令イコ  年   月 (   ヶ月 )

令和   年   月～令耳桐  年   月 (   ヶ月 )

配置等要件

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算

特定事業所加算

特定事業所加算

特定事業所加算

特定事業所加算

加

算

率

（
ｅ

）

30%

25比

19%

25%

74%

69%

148%

■5%

算定する福
祉・介護職員

等特定処遇
改善加算の

区分

特定加算 I

特定加算 I

区分なし

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

新規・

継続
の別

継続

継 続

継続

継続

継 続

継 続

継 続

新規

1単位

あたりの
単イ面[円 ]

(b)

100C

100C

101e

101E

86E

86t

00C

86こ

一月あた

り障害福

祉サービ
ス等報酬

総単位数

[単位](a)

285.243

1,081.375

21.218

94.043

8,106

2,437

0

1.887

サービス名

医療型障害児入所施設

療養介護

老人ホーム、療養介護、障害児入所

児童発達支援

居宅介護

行動援護

同行援護

重度訪間弁護

事業所名

埼玉療育園

埼玉療育園

埼玉療育園

こども通園センターつばさの園

ヘルパーセンターつばさ

ヘルパーセンターつばさ

ヘルパーセンターつばさ

ヘリレパーセンターつばさ

事業所の所在地

市区町村

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

指定権者名

埼玉県

埼玉県

埼玉県

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

寄居町

障害福祉サービス等

事業所番号

51010114

0147

51001417

010113

01012

O1012
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